
 

 

令和４年度 第１１回役員会議事要旨 
 

日 時  令和４年９月１４日（水） １３時００分～１４時２２分 

 

場 所  Ｗｅｂ会議 

 

出席者  学長，渡理事，山下理事，寺本理事，山﨑理事，吉田理事 

 

欠席者  竹下理事 

 

陪席者  三島副学長，佐々木監事，南谷監事，野口附属病院長 

 

１ 報告事項 
（１）附属病院経営状況について 

 野口附属病院長より，令和４年度附属病院収支実績及び見込（～６月実

績），７月特定保険医療材料高額品目実績（直近６か月まで），医事データを用

いた粗収入試算，診療稼働実績累計等について説明があった。 

 

（２）令和４年度内部統制システムにおけるモニタリング（第１回）の実施結果 

について 

    渡理事より，今年度２回実施予定の令和４年度内部統制システムにおけるモ

ニタリングの第１回を実施した旨，モニタリング項目及びモニタリング実施結

果及びモニタリング実施結果のうち，改善に向けた対応が必要となっている項

目等について，説明があった。 

  

（３）その他 

    特になし。 

 

２ 協議事項 
（１）貴州民族大学（中国 貴州省所管）との学術交流協定の締結について（新規） 

    三島副学長より，佐賀県と貴州省は１９９９年より様々な分野で交流を行っ

ており，また本学と貴州民族大学間においても，経済学部を中心に学生交流・

研究者交流を行ってきた実績があること等から，２０２２年１０月から５年

間，同校との大学間学術交流協定を新たに締結する旨，説明があった。 

    なお，本件については，教育研究評議会において審議の後，次の役員会にお

いて，審議されることとなった。 

 

（２）評価反映特別経費における「業務の評価（令和４年度評価）」の評価結果及び

予算配分（案），「業務の評価（令和５年度評価）」の配分基準について 

    財務課長より，評価反映特別経費における「業務の評価（令和４年度評

価）」について，本年度の配分基準に基づいてＩＲ室において評価を実施し，

評価結果に応じた配分を行う旨説明があり，西郡ＩＲ室長より，ＩＲ室におい

て実施した評価結果のうち，改善すべき事例及び改善が図られた事例につい

て，説明があった。 



 

 

また，財務課長より，「業務の評価（令和５年度評価）」の配分基準のう

ち，見直しの必要がある評価項目について，今後予定する評価の実施前に配

分基準の見直しを行う旨，今後のスケジュール等について，説明があった。 

    なお，本件については，次の役員会において，審議されることとなった。 

 

（３）国立大学法人ガバナンス・コードにかかる適合状況等の報告（令和４年度） 

について 

    渡理事より，国立大学法人ガバナンス・コードについては，国立大学法人に

おいて各原則に対する適合状況を確認し，「国立大学法人ガバナンス・コード

にかかる適合状況等に関する報告書」を公表することが求められている旨，本

報告書に関する経営協議会及び監事等の確認状況及び各原則に基づく公表内容

等について，説明があった。 

    なお，本件については，経営協議会において審議の後，１０月の役員会にお

いて，審議されることとなった。 

 

（４）クロスアポイントメント制度の適用について 

    渡理事より，本件について，本学と福博印刷株式会社とのクロスアポイント

メントの実施を規程に基づき役員会で審議するものである旨及びクロスアポイ

ントメント制度適用候補者の就業の見通し等について，説明があった。 

    なお，本件については，教育研究評議会において審議の後，次の役員会にお

いて，審議されることとなった。 

 

（５）その他 

   特になし。   

 

３ 審議事項 
（１）国立大学法人佐賀大学表彰規程に基づく職員の表彰について 

    人事課長より，国立大学法人佐賀大学表彰規程第２条第２号の規定に該当す

るものとして，医学部長及び附属病院長から推薦があった２名について，被表

彰者の決定を行う旨，説明があった。 

    次いで，医学部事務部長より，推薦理由等について説明があり，審議の結

果，了承された。 

 

（２）国立大学法人佐賀大学における佐賀大学発ベンチャーの称号授与について 

    寺本理事より，令和４年６月１０日付の株式会社ＷＩＤＥ（代表取締役：北

原誠大氏（教育学部４年））による佐賀大学発ベンチャー称号授与申請に対し

て，国立大学法人佐賀大学における佐賀大学発ベンチャーに係る称号授与及び

支援に関する規程第３条第２項に基づき大学からの称号を与えるものである

旨，当該企業の事業概要等について，説明があり，審議の結果，了承された。 

 

（３）佐賀大学サイバーセキュリティ対策等基本計画（案）について 

    堀総合情報基盤センター長より，文部科学省から「大学等におけるサイバー

セキュリティにおける対策等の強化について」が発せられており，これに基づ

いて情報セキュリティ対策基本計画を策定したが，今回，同計画の期間が満了



 

 

したことから，これまでの取組について計画の見直しを行い，令和４年度から

令和６年度のサイバーセキュリティ対策を策定する旨，佐賀大学サイバーセキ

ュリティ対策等基本計画（案）の概要等について，説明があり，審議の結果，

了承された。 

 

（４）国立大学法人佐賀大学公益通報規程等の一部改正について 

    総務課長より，公益通報者保護法の改正に伴い，国立大学法人佐賀大学公益

通報規程等の規程を一部改正する旨，規程改正における変更点等について，説

明があった。 

    佐々木監事及び南谷監事より，改正案の内容等について種々意見があったた

め，これらを全て解決した上で，学長制定とする条件のもと，了承された。 

 

（５）国立大学法人佐賀大学顧問について 

    総務課長より，本件について，本学の円滑な運営に資するため，各界の情報

等を広く収集することを目的とし，陶芸家で人間国宝の井上萬二氏に，引き続

き令和５年９月３０日までの１年間，顧問を委嘱する旨，説明があり，審議の

結果，了承された。 

 

（６）国立大学法人佐賀大学学長特別補佐について 

    総務課長より，学外の有識者に大学運営への助言，協力をいただくために設

けている学長特別補佐について，引き続き，北村博氏に令和５年９月３０日ま

での１年間，学長特別補佐を委嘱する旨，説明があり，審議の結果，了承され

た。 

 

（７）その他 

特になし。 
 

４ その他 
   特になし。 

以 上 


